
  

様式第２号の１－②【⑴実務経験のある教員等による授業科目の配置】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の

１－①を用いること。 
 

学校名 石川県立保育専門学園 

設置者名 山野 之義 

 

 

１．「実務経験のある教員等による授業科目」の数 

課程名 学科名 

夜間･

通信

制の

場合 

実務経験のあ

る教員等によ

る授業科目の

単位数又は授

業時数 

省令で定める

基準単位数又

は授業時数 

配

置

困

難 

専門課程 

保育学科 
夜 ・

通信 
94.5単位 7単位  

専攻科 
夜 ・

通信 
48単位 ４単位  

 

 
夜 ・

通信 
 

 

 
 

 
夜 ・

通信 
   

（備考） 

 

 

２．「実務経験のある教員等による授業科目」の一覧表の公表方法 

 

・開講されている授業科目に関するシラバスを、冊子「令和８年度履修科目概

要(保育学科)」を作成し、全学生及び学園講師に配布 

・シラバスには、講師の実務経験も記載されており、同シラバスをホームペー

ジに公表（https://www.pref.ishikawa.lg.jp/hoiku/index.html） 

 

 

 

３．要件を満たすことが困難である学科 

学科名 

（困難である理由） 

 

  

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/hoiku/index.html


  

様式第２号の２－②【⑵-②外部の意見を反映することができる組織への外部

人材の複数配置】 
 
※ 様式第 2 号の２－①に掲げる法人以外の設置者（公益財団法人、公益社団法人、医療

法人、社会福祉法人、独立行政法人、個人等）は、この様式を用いること。 
 

学校名 石川県立保育専門学園 

設置者名 山野 之義 

 

 

１．大学等の教育について外部人材の意見を反映することができる組織 

名称 石川県立保育専門学園運営委員会 

役割 
学園において質の高い保育士を養成し、保育現場に供給できるよう

な教育や学園の運営の在り方について検討・助言を頂く 

 

 

２．外部人材である構成員の一覧表 

前職又は現職 任期 
備考（学校と関連する

経歴等） 

保護者会会長（２年生） 2025.4.8～2027.3.31 保護者会役員 

(新規)保護者会代表（１年生） 2026.4.13～2027.3.31 保護者会役員 

認定こども園元園長 2026.4.1～2028.3.31 同窓会役員 

母子生活支援施設長 2026.4.1～2028.3.31 元学園長 

障害者施設元施設長 2026.4.1～2028.3.31 元学園副園長 

児童養護施設児童指導員 2026.4.1～2028.3.31 
非常勤講師 

実習先、就職先 

認定こども園園長 2026.4.1～2028.3.31 実習先、就職先 

大学元教授 2026.4.1～2028.3.31 非常勤講師 

高等学校長 2026.4.1～2028.3.31 出身高校 

（備考） 

・外部委員として 9名の委員で構成、任期は、2026.4.1～2028.3.31 (2年間) 

・委員は、2026 年度委員改選あり、2 年任期のため今年度は継続委員 8 名、保護

者会役員の交代で保護者会役員の 1名のみ新規となる 

※保護者会役員については、新入学生の入学式の日を始期とする 

 

 

 

 



  

様式第２号の３【⑶厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表】 

 
学校名 石川県立保育専門学園 

設置者名 山野 之義 

 

○厳格かつ適正な成績管理の実施及び公表の概要 

１．授業科目について、授業の方法及び内容、到達目標、成績評価の方法

や基準その他の事項を記載した授業計画書(シラバス)を作成し、公表し

ていること。 
（授業計画書の作成・公表に係る取組の概要） 

・石川県立保育専門学園学則（昭和 43年 3月 25日規則第 23号）第 5条及び第 8条に

基づく別表 1～4の教科目から実施計画書を作成。 

・実施計画書の教科目を基に、各授業担当者が作成した授業計画（シラバス）を冊子

「履修科目概要」の形で作成し、学生及び講師に配布。それ以外の方に対しては、

学園のホームページにおいてリストの形で公表。 

＜参考＞石川県立保育専門学園学則（昭和 43年 3月 25日規則第 23 号） 

 第５条 学園が開設する教科目及び単位数は、保育学科にあっては別表第一から 

別表第三まで、専攻科にあっては別表第四に定めるとおりとする。 

 第８条 学園は、学生に対して、次の各号に掲げる教科目の区分に応じ、当該各 

号に定める教科目及び単位数を履修させるものとする。 

 (1) 別表第一の中欄に掲げる教科目 当該教科目について同表の右欄に掲げる単 

位数 

 (2) 別表第二の中欄に掲げる教科目 当該教科目のうち十九科目以上について、 

  それぞれ同表の右欄に掲げる単位数の合計が二十・五単位以上 

 (3) 別表第三の中欄に掲げる教科目 当該教科目のうち任意の教科目について、 

  それぞれ同表の右欄に掲げる単位数の合計が八単位(体育に関する講義及び実 

  技のそれぞれ一単位を含む。)以上 

 (4) 別表第四の左欄に掲げる教科目 当該教科目のうち十六科目以上について、 

  それぞれ同表の右欄に掲げる単位数の合計が三十四単位以上 

 

授業計画書の公表方法 

履修科目概要 

ホームページ 

（https://www.pref.ishikawa.lg.jp/hoiku/index.html） 

２．学修意欲の把握、試験やレポート、卒業論文などの適切な方法によ

り、学修成果を厳格かつ適正に評価して単位を与え、又は、履修を認定

していること。 
（授業科目の学修成果の評価に係る取組の概要） 

・石川県立保育専門学園学則（昭和 43年 3月 25日規則第 23号）第 22条～第 25条に

おいて学業成績の判定等が定められている。 

・年度当初に作成する冊子「学生便覧」において、学修成果の評価方法等を周知・公

表する。 

・評価対象者は、科目ごとの評価基準に合格することが求められる（実習の場合は欠

席日数分補講を要する）。 

・出席状況、授業態度による学修意欲の判定、試験結果、レポート内容などにより、

教科担当者が 100 点法により評価を行い、60 点以上を合格とし単位を付与する。卒

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/hoiku/index.html


  

業論文は必修科目で、他教科と同様に論文内容及び発表状況も踏まえて、100 点法

により評価する。 

・教科の点数が 90 点以上を S、80～89 点を A、70～79 点を B、60～69 点を C、60 点

未満を D とし、単位の認定を行う。成績結果は学期（前期・後期）毎に、個人に手

渡ししている（前期成績が不振な学生については、学内で検討会を設け、個別に面

接を実施し注意を促すことも行っている）。 

＜参考＞石川県立保育専門学園学則（昭和 43年 3月 25日規則第 23号） 

 第 22条 学業成績は、各科目、前条の成績に平素の成績を考慮して、園長が 

判定する。 

 第 23条 学業成績が次の各号のいずれかに該当するときは、卒業すること 

  ができない。 

 (1) 必修科目を一科目でも取得できないとき 

 (2) 卒業に必要な単位数に満たないとき 

 第 24条 各学期の修学科目の授業時数の三分の一以上を欠席した学生は、 

その学期末の当該修学科目の定期試験を受けることができない。 

 第 25条 学生は、病気その他の事情によって試験を受けることができない 

ときは、あらかじめその理由を付して、試験欠席届を園長に提出しなけ 

ればならない。 

３．成績評価において、ＧＰＡ等の客観的な指標を設定し、公表するとと

もに、成績の分布状況の把握をはじめ、適切に実施していること。 

（客観的な指標の設定・公表及び成績評価の適切な実施に係る取組の概要） 

・年度当初に作成する冊子「学生便覧」において、成績評価の方法等を周知・公 

表している。 

・成績の分布状況については、履修科目の成績評価を 100 点満点で点数化し、Ｓ（90

点以上）、Ａ（80～89 点）、Ｂ（70～79 点）、Ｃ（60～69 点）、Ｄ（60 点未満）

で評価。さらに各個人の成績を履修科目ごとにＳは５点、Ａは４点、Ｂは３点、Ｃ

は２点、Ｄは０点と点数化し、個人の成績を５段階評定で行い、学年ごとに学年評

定平均を算出。 

◆１年生（生徒数 35名）＊休学者除く 

区分 S A B C D 

割合（％） ０ 14.3 34.3 37.1 14.3 

学年評定平均（5段階） 3.4 

下位 1/4に該当する人数 9人､ 下位 1/4に該当する評定平均 3.0 

◆２年生（生徒数 40名）＊休学者除く 

区分 S A B C D 

割合（％） 5.0 25.0 42.5 17.5 10.0 

学年評定平均（5段階） 3.7 

下位 1/4に該当する人数 10人､ 下位 1/4に該当する評定平均 3.4 
 

客観的な指標の 

算出方法の公表方法 
学生便覧 



  

４．卒業の認定に関する方針を定め、公表するとともに、適切に実施して

いること。 

（卒業の認定方針の策定・公表・適切な実施に係る取組の概要） 

・石川県立保育専門学園学則（昭和 43 年 3 月 25 日規則第 23 号）第 23 条において卒

業の認定方針が定められている。 

・年度当初に作成する冊子「学生便覧」及びホームページにおいて、卒業に必要な単

位数、履修科目の詳細及び学修成果の評価方法について周知・公表している。 

・卒業までに必要な単位基準（必修科目の単位取得状況を含める）以上取得している

かどうかを判断し、卒業認定を行っている。 

 

卒業の認定に関する 

方針の公表方法 

学生便覧 

ホームページ 

（https://www.pref.ishikawa.lg.jp/hoiku/index.html） 
 

＜参考＞石川県立保育専門学園学則（昭和 43年 3月 25日規則第 23号） 

 第 23条 学業成績が次の各号のいずれかに該当するときは、卒業することが 

できない。 

  (1) 必修科目を一科目でも取得できないとき。 

 (2) 卒業に必要な単位数に満たないとき。 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/hoiku/index.html


  

様式第２号の４－②【⑷財務・経営情報の公表（専門学校）】 
 
※専門学校は、この様式を用いること。大学・短期大学・高等専門学校は、様式第２号の

４－①を用いること。 
学校名 石川県立保育専門学園 

設置者名 山野 之義 

 

１．財務諸表等 
財務諸表等 公表方法 

貸借対照表 県立の専門学校のため該当なし 
収支計算書又は損益計算書 県立の専門学校のため該当なし 
財産目録 県立の専門学校のため該当なし 
事業報告書 石川県立保育専門学園 中期経営目標 
監事による監査報告（書） 石川県監査委員会 監査結果 

 

２．教育活動に係る情報 

①学科等の情報 
 

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

教育・社会福

祉 
専門課程 保育学科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

2年 昼 78.5単位 
33 
単位 

52.5
単位 

8 
単位 

0 
単位 

1 
単位 

94.5単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

120人 79人 0人 8人 49人 57人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） ・保育資格取得を目的とした学科で、前後期の２学期制 

・保育士資格取得を目的とした専門科目及び一般教養科目で年間の授業計 

画を構成し、現場実習では、保育所や児童福祉施設等で現場体験を通じ、

実践力を学ぶ。 

成績評価の基準・方法 

（概要）定常点に各教員の成績評価基準（試験、レポート報告）にもとづき 100 点

法を用いて点数化し、60未満：Ｄ、60～69点：Ｃ、70～79点：Ｂ、80～89点：Ａ、

90点以上：Ｓと評価。 

卒業・進級の認定基準 

（概要）卒業に必要な単位数 78.5 以上を取得（必修科目の単位取得部分もチェッ

ク）しているかにより卒業判定を行う。 

進級については、1 年次に単位取得が必要な科目を落とした場合も進級し、卒業時

までに取得。 

学修支援等 

（概要）学園内でパソコンや図書を活用した自学自習が進められるよう、毎年図書

館の図書を充実させ、パソコン機器などの充実を図っている。 

通信制短大の併修により、幼稚園免許取得も可能。幼稚園教諭免許取得を希望する

学生に対し、専用窓口を設置し手続きで困ったときには、担当者に相談できるよう

に支援体制を整えている。 



  

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 
40人 

（100％） 

0人 

（5.2％） 

39人 

（86.9％） 

１人 

（7.9％） 

（主な就職、業界等） 

・県内外の保育所、認定こども園、幼稚園、社会福祉施設   38 人、 

 ・保育職以外の就職                    1人 

 ・その他                         1人 

（就職指導内容） 

・各保育所、認定こども園、幼稚園からの募集情報が適宜閲覧できる体制の整備と 

就職担当者による就職に関する相談・指導 

・保育所や認定こども園等での試験を受けた２年生から、次年度試験の参考に、試験

における所感を報告してもらっている。 

・保育専門学園の卒業生から、現場の話を聞く機会を設けている。 

・就職に必要な「履歴書の書き方」や「小論文の書き方」等を学ぶ機会を特別講座と

して開設している。 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

  ・保育士資格、併修により幼稚園教諭免許状（二種）取得 

（備考）（任意記載事項） 

 ・幼稚園教諭免許状は、豊岡短期大学通信教育部の併修により取得 

 

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

82 人  ４ 人  4.9 ％ 

（中途退学の主な理由） 

 進路変更のため 

（中退防止・中退者支援のための取組） 

 日頃から声かけをするとともに個人面談の機会を持つなど、相談しやすい環境づ

くりに心がけている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

分野 課程名 学科名 専門士 高度専門士 

教育・社会福

祉 
専門課程 専攻科 ○  

修業 

年限 
昼夜 

全課程の修了に必要な総

授業時数又は総単位数 

開設している授業の種類 

講義 演習 実習 実験 実技 

1年 昼 34単位 
21 
単位 

11 
単位 

16 
単位 

0 
単位 

0 
単位 

48単位 

生徒総定員数 生徒実員 うち留学生数 専任教員数 兼任教員数 総教員数 

10人 0人 0人 0人 14人 14人 

 

カリキュラム（授業方法及び内容、年間の授業計画） 

（概要） ・保育士資格取得者を対象とした前後期の 2学期制 

・児童福祉や障害に関する実践に役立つ知識や技能が習得できるような科

目（実習、講義）で年間授業計画を構成。 

成績評価の基準・方法 

（概要）定常点に各教員の成績評価基準（試験、研究論文、実習及び演習における

レポート報告）にもとづき 100点法を用いて点数化し、60 未満：Ｄ、60～69 点：

Ｃ、70～79点：Ｂ、80～89点：Ａ、90点以上：Ｓと評価 

卒業・進級の認定基準 

（概要）卒業に必要な単位数 34 単位以上を取得（必修科目の単位取得部分もチェ

ック）しているかにより卒業判定を行う。 

学修支援等 

（概要）学園内でパソコンや図書を活用した自学自習が進められるよう、パソコン

機器の整備充実と、DVDや専門書の購入を定期的に行っている。 

 

卒業者数、進学者数、就職者数（直近の年度の状況を記載） 

  

卒業者数 進学者数 
就職者数 

（自営業を含む。） 
その他 

 0人 

（－） 

0人 

（0％） 

0人 

（0％） 

0人 

（0％） 

（主な就職、業界等） 

（就職指導内容） 

（主な学修成果（資格・検定等）） 

  ・赤十字幼児安全支援員 

 ・子育て支援コーディネーター 

（備考）（任意記載事項）  

 

中途退学の現状 

年度当初在学者数 年度の途中における退学者の数 中退率 

0人 0人  0％ 

（中途退学の主な理由）  

（中退防止・中退者支援のための取組）  



  

②学校単位の情報 

ａ）「生徒納付金」等 

学科名 入学金 
授業料 

（年間） 
その他 備考（任意記載事項） 

保育学科 0 円 118,800円 0円 

別途、「教科書代」「制服・体操服代」「保

険代」「保護者会費」「卒業積立金」に関す

る費用が発生 

専攻科 0 円 166,800円 0円 
別途、「教科書代」「社会見学、活動運

営費」等に関する費用が発生 

修学支援（任意記載事項） 

・経済的な面は、日本学生機構の奨学金の利用及び、石川県内で保育士を目指す学生に

対して貸与される「保育士修学資金貸与制度」の利用で対応している 

 

 

ｂ）学校評価 
自己評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

ホームページに、学園職員による自己評価結果を公表 

 （https://www.pref.ishikawa.lg.jp/hoiku/index.html） 

学校関係者評価の基本方針（実施方法・体制） 

・2020年 3月１日付で委員会を設立。 

・名称は「石川県立保育専門学園学校関係者評価委員会」とし、会則を作成。 

・教育課程については厚生労働省の通達を確認し、必要時修正している。 

・入学後、1 年生時から面談や講義及び実習等で進路指導を実施しており、学生が相

談できる体制作りを心掛けている。 

・委員は、学園職員、本課課長を除くと、保護者会役員、ＯＢ職員、就職先職員、他

の保育士養成校教員、保育士養成に協力的な高等学校長など９名で構成。 

・委員会は、令和８年２月に開催した。 

・委員会での評価結果を当学園及び該当部署で協議し、改善するよう心掛けている。 

・任期は、2026.4.1～2028.3.31(2年間) 

・委員は、2026 年度委員改選あり、継続委員 8 名、保護者会役員の交代で保護者

会役員の 1名のみ新規となる。 
※ 保護者会役員については、新入学生の入学式の日を始期とする 

学校関係者評価の委員 

所属 任期 種別 

保護者会会長（２年生） 2025.4.8～2026.3.31 保護者会役員 

(新規)保護者会代表（１年生） 2026.4.13～2028.3.31 保護者会役員 

認定こども園元園長 2026.4.1～2028.3.31 同窓会役員 

母子生活支援施設長 2026.4.1～2028.3.31 元学園長 

障害者施設元施設長 2026.4.1～2028.3.31 元学園副園長 

児童養護施設児童指導員 2026.4.1～2028.3.31 
非常勤講師 

実習先、就職先 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/hoiku/index.html


  

認定こども園園長 2026.4.1～2028.3.31 実習先、就職先 

大学元教授 2026.4.1～2028.3.31 非常勤講師 

高等学校長 2026.4.1～2028.3.31 出身高校 

学校関係者評価結果の公表方法 

（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

学園ホームページ 

（https://www.pref.ishikawa.lg.jp/hoiku/index.html） 

第三者による学校評価（任意記載事項） 

・こども園が併設されている環境は、子ども達の声が身近に聞こえとても良いが、更

にこども園側と学園側との交流を増やすことができるように行事等のすり合わせが

必要である。今後こども園と協議していく。 

・2 年生対象に卒業生を囲んでの懇談会において、男子の卒業生を招聘し男子学生へ

のアドバイスや直接相談する機会を設けている。 

・ピアノ練習室は 21 室あり防音設備が整っており、また図書室は自由に使用するこ

とが出来る環境にあり、自主的に学習できる環境は整っている。 

・学生の居場所があればと思うが、空き教室等がない状況である。専攻科の入学生が

近年いないため、専攻科を男子更衣室とし男子の居場所を確保している。 

・各教室の冷暖房を交換したことで夏の冷房は威力を発揮し環境が整備された。 

・ボランティアは選択科目の単位にできることや就職時の園長推薦の判定基準になる

など加点項目となっており、学生が積極的にボランティア等に申し込むことは良い

体験になっている。 

・学園行事にボランティア参加した学生については、意欲や取り組みを褒め更なる意

欲向上を促している。 

・入学生の確保のために以下について努力している 

・高校から依頼があれば断ることなく出向している。 

・今年は全てを集約している学校のパンフレットを新たに作成する。 

・ホームページを魅力あるものに変更予定である。 

・SNSを活用できるよう考えている。 

・学生の出身高校には高校訪問をして、来年度の入学性確保を実施している 

・少子化のため、福祉系の短期大学が徐々に閉鎖され４年制大学に推移しており、当

学園も学生確保のために考えていく必要がある。 

 

ｃ）当該学校に係る情報 
（ホームページアドレス又は刊行物等の名称及び入手方法） 

学園ホームページ 

（https://www.pref.ishikawa.lg.jp/hoiku/index.html） 
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（別紙） 
            

※この別紙は、更新確認申請書を提出する場合に提出すること。 

※以下に掲げる人数を記載すべき全ての欄（合計欄を含む。）について、該当する人数が 1人以上 10人以下の

場合には、当該欄に「－」を記載すること。該当する人数が 0人の場合には、「0人」と記載すること。 
              
 

学校コ― 人ド（13桁） H117220100015 
 

学校名（〇〇大学 等） 石川県立保育専門学園 
 

設置者名（学校法人〇〇学園 等） 石川県 知事 
              

１．前年度の授業料等減免対象者及び給付奨学生の数               

   前半期 後半期 年間 

 

支援対象者数 

※括弧内は多子世帯の学生（内数） 

※家計急変による者を除く。 

24人（ 18 ）人 21人（ 13 ）人 24人（ 18 ）人 

 

内
訳 

第Ⅰ区分 ― 人 ― 人   

   （うち多子世帯） （   ― 人） （   ― 人）   

 第Ⅱ区分 ― 人 ― 人   

   （うち多子世帯） （    0人） （    0人）   

 第Ⅲ区分 ― 人 ― 人   

   （うち多子世帯） （   ― 人） （   ― 人）   

 第Ⅳ区分（理工農） 人 人   

 第Ⅳ区分（多子世帯） ― 人 ― 人   

 区分外（多子世帯） ― 人 ― 人   

 家計急変による 

支援対象者（年間） 
    0人（   ）人 

 合計（年間）     24人（ 18 ）人 

 （備考） 

 
  

 
※ 本表において、多子世帯とは大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第８号）第４条

第２項第１号に掲げる授業料等減免対象者をいい、第Ⅰ区分、第Ⅱ区分、第Ⅲ区分、第Ⅳ区分（理工

農）とは、それぞれ大学等における修学の支援に関する法律施行令（令和元年政令第４９号）第２条

第１項第２号イ～ニに掲げる区分をいう。  
※ 備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。               

              

              



２．前年度に授業料等減免対象者としての認定の取消しを受けた者及び給付奨学生認定の取消しを受けた者の数 

（１）偽りその他不正の手段により授業料等減免又は学資支給金の支給を受けたことにより認定の取消しを受け

た者の数 
              

 年間 ０人 

              

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が廃止の区分に該当したことにより認定の取消しを受

けた者の数 

              

 

  
右以外の大学等 

短期大学（修業年限が２年のものに限

り、認定専攻科を含む。）、高等専門学

校（認定専攻科を含む。）及び専門学校

（修業年限が２年以下のものに限る。） 

 年間 前半期 後半期 

 修業年限で卒業又は修了できないことが確

定 
人 ０人 ０人 

 修得単位数が「廃止」の基準に該当 人 ０人 ０人 

 出席率が「廃止」の基準に該当又は学修意

欲が著しく低い状況 
人 ０人 ０人 

 「警告」の区分に連続して該当 

※「停止」となった場合を除く。 
人 ０人 ０人 

 計 人 ０人 ０人 

 （備考） 

 
  

 
※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。  

              

 
上記の（２）のうち、学業成績が著しく不良であると認められる者であって、当該学業成績が著しく不良であ

ることについて災害、傷病その他やむを得ない事由があると認められず、遡って認定の効力を失った者の数 

 右以外の大学等 

短期大学（修業年限が２年のものに限り、認定専攻科を

含む。）、高等専門学校（認定専攻科を含む。）及び専

門学校（修業年限が２年以下のものに限る。） 

 年間 人 
前半

期 
０人 

後半

期 
０人 

              



（３）退学又は停学（期間の定めのないもの又は３月以上の期間のものに限る。）の処分を受けたことにより認

定の取消しを受けた者の数 

              

 退学 ― 人 

 ３月以上の停学 ０人 

 年間計 ― 人 

 （備考） 

 
  

 ※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 
              

３．前年度に授業料等減免対象者としての認定の効力の停止を受けた者及び給付奨学生認定の効力の停止を受け

た者の数 

              

（１）停学（３月未満の期間のものに限る。）又は訓告の処分を受けたことにより認定の効力の停止を受けた者

の数 
              

 ３月未満の停学 ０人 

 訓告 ０人 

 年間計 ０人 

 （備考） 

 
  

 ※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 
              

（２）適格認定における学業成績の判定の結果、停止を受けた者の数 
              

 

  
右以外の大学等 

短期大学（修業年限が２年のものに限

り、認定専攻科を含む。）、高等専門学

校（認定専攻科を含む。）及び専門学校

（修業年限が２年以下のものに限る。） 

 年間 前半期 後半期 

 ＧＰＡ等が下位４分の１ 人 ― 人 ― 人 

              

              

              

              

              

              



４．適格認定における学業成績の判定の結果、警告を受けた者の数 

 

  
右以外の大学等 

短期大学（修業年限が２年のものに限

り、認定専攻科を含む。）、高等専門学

校（認定専攻科を含む。）及び専門学校

（修業年限が２年以下のものに限る。） 

 年間 前半期 後半期 

 修得単位数が「警告」の基準に該当 人 ０人 ０人 

 ＧＰＡ等が下位４分の１ 人 ０人 ― 人 

 出席率が「警告」の基準に該当又は学修意

欲が低い状況 
人 ― 人 ０人 

 計 人 ― 人 ― 人 

 （備考） 

 
  

 ※備考欄は、特記事項がある場合に記載すること。 

 


